
 

 

狩猟鳥獣（ニホンジカ・イノシシを除く）の捕獲等の禁止について（案） 

 

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成 14 年法律第 88 号）   

第12条第２項の規定に基づき、次のとおり区域及び期間を定めて対象狩猟鳥獣の捕獲等

を禁止する。 
 

１ 捕獲等を禁止する対象狩猟鳥獣 

ニホンジカ及びイノシシを除く狩猟鳥獣 
 

２ 捕獲等を禁止する区域 

 名称 所在地 面積（ｈａ） 

① 北高原山 矢板市・那須塩原市 １，３５０ 

② 南古峰原 鹿沼市・日光市 １，１１６ 

③ 大荷場 佐野市 ７７３ 

④ 西大芦 鹿沼市 ２，４６７ 

⑤ 古峰原 鹿沼市 ７０９ 

⑥ 前日光 鹿沼市・日光市 ７６６ 

⑦ 塩原南 那須塩原市 １，２８３ 

⑧ 寺尾 栃木市 １，４３４ 

⑨ 表日光 日光市 ４，７８１ 

⑩ 茂木 茂木町 ７３０ 

⑪ 高館山 益子町 ４３１ 

⑫ 塩原北 那須塩原市 １，８２４ 

 

３ 捕獲等を禁止する期間 

令和６(2024)年４月１日から令和12(2030)年３月31日まで 

※ 栃木県ニホンジカ管理計画（七期計画）及び栃木県イノシシ管理計画（五期  

計画）の計画期間の終期まで 
 

４ 捕獲等を禁止する理由 

２の区域は、従前は鳥獣保護区に指定していたが、同区域内におけるニホンジカ、

イノシシによる農林業等の被害を軽減するため、鳥獣保護区の指定を一時的に解除し、

ニホンジカ及びイノシシのみ狩猟ができる「狩猟鳥獣（ニホンジカ・イノシシを除く）

捕獲禁止区域」に指定し、ニホンジカ、イノシシの捕獲促進による被害の軽減と鳥獣

全般の保護の両立を図ってきたところである。 

指定期間が令和６(2024)年３月31日をもって満了するが、引き続きニホンジカ及び

イノシシの捕獲を促進し、被害の軽減を図る必要があることから、再度指定するもの

である。 
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狩猟鳥獣（ニホンジカ・イノシシを除く）捕獲禁止区域設定計画書（案） 

１ 名    称 北高原山狩猟鳥獣（ニホンジカ・イノシシを除く）捕獲禁止区域 

２ 面    積 
１，３５０ｈａ （内訳） 国有林    ９８１ｈａ 

公民有地  ３６９ｈａ 

３ 設 定 期 間 令和６年４月１日 から 令和１２年３月３１日 まで 

４ 狩 猟 期 間 

１１月１日 から 翌年３月１５日 まで 

（１１月１日から１１月１４日までの期間に使用できる猟具は、わな及び

止めさしを目的とした銃のみ） 

５ 
狩猟期間に捕

獲できる鳥獣 
ニホンジカ及びイノシシ 

６ 区    域 

 

矢板市長井地内国有林那珂川森林計画区３４９林班と同３５０林班との

境の南端を起点とし、同林班界を北西に進み同３５２林班と同３４９林班

と同３５０林班との交点に至り、同所から同３４９林班と同３５２林班と

の林班界を北西に進み民有林と国有林との境界に至り、同所から民有林と

国有林との境界を北西に進み矢板市と那須塩原市との行政界に至り、同所

から同行政界を北東に進み同行政界と国有林那珂川森林計画区３８０林班

との交点に至り、同所から同３６１林班と同３８０林班との林班界を南東

に進み民有林と国有林との境界に至り、同所から同境界を東進し更に南進

し更に西進して県道塩原矢板線との交点に至り、同所から同県道を南東に

進み赤滝鉱泉の東方約２００メートルにおいて同県道と赤滝鉱泉に向かう

歩道との交点に至り、同所から同歩道を西進し湯沢沿いの国有林と県有林

との境界に至り、同所から湯沢沿いの同境界を北西の方向へ進み国有林那

珂川森林計画区３５３林班と同３５１林班と林道高原線の境界に至り、湯

沢橋を横断し更に国有林と県有林界の湯沢を北西に進み国有林那珂川森林

計画区３５２林班と同３５０林班と県営林との交点に至り、同所から同３

５０林班と県営林との境界を南西に進み起点に至る線に囲まれた一円の区

域。ただし、国有林那珂川森林計画区３５８林班オ小班及びロ２小班を除

く区域 

 

７ 設 定 の 理 由 

  

当該地域は平成１３年１０月まで鳥獣保護区として管理されてきたが、

ニホンジカの高密度生息地であったことから、栃木県シカ保護管理計画に

基づき、農林業被害の軽減とニホンジカ以外の鳥獣の保護を目的として、

平成１３年１１月から「狩猟鳥獣（ニホンジカを除く）捕獲禁止区域」に

設定してきた。 

また、平成１８年１１月からは、当該地域に生息するイノシシの分布拡

大を抑制するため、栃木県イノシシ保護管理計画に基づき、「狩猟鳥獣（ニ

ホンジカ・イノシシを除く）捕獲禁止区域」に設定し、ニホンジカに加え

イノシシの狩猟も可能な地域としてきた。 

設定期間中、当該区域において狩猟捕獲を促進する効果があったが、依

然として農林業被害が深刻な状況にあることから、栃木県ニホンジカ管理

計画（七期計画）及び栃木県イノシシ管理計画（五期計画）に基づき、引

き続き「狩猟鳥獣（ニホンジカ・イノシシを除く）捕獲禁止区域」に設定

するものである。 

 

 



 

 

 

 

 



狩猟鳥獣（ニホンジカ・イノシシを除く）捕獲禁止区域設定計画書（案） 

１ 名    称 南古峰原狩猟鳥獣（ニホンジカ・イノシシを除く）捕獲禁止区域 

２ 面    積 
１，１１６ｈａ（内訳） 国有林   ２３１ｈａ 

             公民有地  ８８５ｈａ 

３ 設 定 期 間 令和６年４月１日 から 令和１２年３月３１日 まで 

４ 狩 猟 期 間 

１１月１日 から 翌年３月１５日 まで 

（１１月１日から１１月１４日までの期間に使用できる猟具は、わな及び

止めさしを目的とした銃のみ） 

５ 
狩猟期間に捕

獲できる鳥獣 
ニホンジカ及びイノシシ 

６ 区    域 

 

鹿沼市草久地内県道草久足尾線と基幹林道前日光線との交点を起点と

し、同所から同基幹林道を南進し旧鹿沼市と旧粟野町の行政界との交点に

至り、同所から同行政界を西進し横根山頂を経て方塞山頂に至り、同所か

ら鹿沼市と日光市との行政界を南西に進み鹿沼市道カ２０１号との交点に

至り、同所から同市道を西進し県道草久足尾線との交点に至り、同所から

同県道を西進し歩道との交点（鹿沼市上粕尾字横根２０１３番地）に至り、

同所から同歩道を北進し都沢林道との交点に至り、同所から同林道を北東

に進み県道草久足尾線との交点に至り、同所から同県道を北進し更に東進

し起点に至る線に囲まれた一円の区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 設 定 の 理 由 

  

当該地域は平成１３年１０月まで鳥獣保護区として管理されてきたが、

ニホンジカの高密度生息地であったことから、栃木県シカ保護管理計画に

基づき、農林業被害の軽減とニホンジカ以外の鳥獣の保護を目的として、

平成１３年１１月から「狩猟鳥獣（ニホンジカを除く）捕獲禁止区域」に

設定してきた。 

また、平成１８年１１月からは、当該地域に生息するイノシシの分布拡

大を抑制するため、栃木県イノシシ保護管理計画に基づき、「狩猟鳥獣（ニ

ホンジカ・イノシシを除く）捕獲禁止区域」に設定し、ニホンジカに加え

イノシシの狩猟も可能な地域としてきた。 

設定期間中、当該区域において狩猟捕獲を促進する効果があったが、依

然として農林業被害が深刻な状況にあることから、栃木県ニホンジカ管理

計画（七期計画）及び栃木県イノシシ管理計画（五期計画）に基づき、引

き続き「狩猟鳥獣（ニホンジカ・イノシシを除く）捕獲禁止区域」に設定

するものである。 

 

 

 



 

 

 

 

 



狩猟鳥獣（ニホンジカ・イノシシを除く）捕獲禁止区域設定計画書（案） 

１ 名    称 大荷場狩猟鳥獣（ニホンジカ・イノシシを除く）捕獲禁止区域 

２ 面    積 
７７３ｈａ（内訳） 国有林     －ｈａ 

           公民有地 ７７３ｈａ 

３ 設 定 期 間 令和６年４月１日 から 令和１２年３月３１日 まで 

４ 狩 猟 期 間 

１１月１日 から 翌年３月１５日 まで 

（１１月１日から１１月１４日までの期間に使用できる猟具は、わな及び

止めさしを目的とした銃のみ） 

５ 
狩猟期間に捕

獲できる鳥獣 
ニホンジカ及びイノシシ 

６ 区    域 

 

佐野市秋山町字木浦原地内佐野市道木浦原大荷場線の正ノ沢 1 号橋を起

点とし、同市道を北進し大荷場木浦沢林道との交点に至り、さらに同林道

に沿って北進し大荷場橋に至り、同所から尾根伝いに西進し陣地に至り、

同所から旧葛生町と旧田沼町との行政界を尾根伝いに北西に進み氷室山に

至り、同所から群馬県と栃木県との行政界を北東に進み佐野市と鹿沼市と

の行政界に至り、同所から同行政界を東進し尾出山を経由し平成２４年度

樹立渡良瀬川地域森林計画区佐野市氷室地区３６林班と同３７林班との境

界に至り、同所から同境界を西進し起点に至る線に囲まれた一円の区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 設 定 の 理 由 

  

当該地域は平成１５年１０月まで鳥獣保護区として管理されてきたが、

ニホンジカの高密度生息地であったことから、栃木県ニホンジカ保護管理

計画に基づき、生息数の増加抑制と農林業被害の軽減とニホンジカ以外の

鳥獣の保護を目的として、平成１５年１１月から「狩猟鳥獣（ニホンジカ

を除く）捕獲禁止区域」に設定してきた。 

また、平成１８年１１月からは、当該地域に生息するイノシシの分布拡

大を抑制するため、栃木県イノシシ保護管理計画に基づき、「狩猟鳥獣（ニ

ホンジカ・イノシシを除く）捕獲禁止区域」に設定し、ニホンジカに加え

イノシシの狩猟も可能な地域としてきた。 

設定期間中、当該区域において狩猟捕獲を促進する効果があったが、依

然として農林業被害が深刻な状況にあることから、栃木県ニホンジカ管理

計画（七期計画）及び栃木県イノシシ管理計画（五期計画）に基づき、引

き続き「狩猟鳥獣（ニホンジカ・イノシシを除く）捕獲禁止区域」に設定

するものである。 

 

 

 



 

 

 

 

 



狩猟鳥獣（ニホンジカ・イノシシを除く）捕獲禁止区域設定計画書（案） 

１ 名    称 西大芦狩猟鳥獣（ニホンジカ・イノシシを除く）捕獲禁止区域 

２ 面    積 
２，４６７ｈａ （内訳） 国有林      －ｈａ 

             公民有地  ２，４６７ｈａ 

３ 設 定 期 間 令和６年４月１日 から 令和１２年３月３１日 まで 

４ 狩 猟 期 間 

１１月１日 から 翌年３月１５日 まで 

（１１月１日から１１月１４日までの期間に使用できる猟具は、わな及び

止めさしを目的とした銃のみ） 

５ 
狩猟期間に捕

獲できる鳥獣 
ニホンジカ及びイノシシ 

６ 区    域 

 

鹿沼市草久地内の六郎地山山頂（標高１，０９７．２メートル）を起点

とし、同所から鹿沼市と日光市との行政界を南進し通称滑入尾根（標高８

９６メートル）に至り、同所から同尾根を南西に６５０メートル進みさら

に北西に１キロメートル進み川中島に至り、同所から通称タカボッチに達

する尾根を南西に進みタカボッチに至り、同所から通称長久保尾根を西進

しウトウ沢との交点に至り、同所から尾根を北進し（古峰原狩猟鳥獣捕獲

禁止区域界）地蔵岳山頂に至り、同所から鹿沼市と日光市との行政界を北

進し薬師岳山頂に至り、同所から同行政界を東進し三ノ宿山山頂に至り、

同所から同行政界を南進し起点に至る線に囲まれた一円の区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 設 定 の 理 由 

  

当該地域は平成１９年１０月まで鳥獣保護区として管理されてきたが、

ニホンジカの高密度生息地及びイノシシ個体群の生息域であったことか

ら、栃木県ニホンジカ保護管理計画及び栃木県イノシシ保護管理計画に基

づき、生息数・生息域の抑制と農林業被害の軽減及びニホンジカ・イノシ

シ以外の鳥獣の保護を目的として、平成１９年１１月からニホンジカとイ

ノシシの狩猟を可能とする「狩猟鳥獣（ニホンジカ・イノシシを除く）捕

獲禁止区域」に設定してきた。 

設定期間中、当該区域において狩猟捕獲を促進する効果があったが、依

然として農林業被害が深刻な状況にあることから、栃木県ニホンジカ管理

計画（七期計画）及び栃木県イノシシ管理計画（五期計画）に基づき、引

き続き「狩猟鳥獣（ニホンジカ・イノシシを除く）捕獲禁止区域」に設定

するものである。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



狩猟鳥獣（ニホンジカ・イノシシを除く）捕獲禁止区域設定計画書（案） 

１ 名    称 古峰原狩猟鳥獣（ニホンジカ・イノシシを除く）捕獲禁止区域 

２ 面    積 
７０９ｈａ （内訳） 国有林  ５０５ｈａ 

            公民有地 ２０４ｈａ 

３ 設 定 期 間 令和６年４月１日 から 令和１２年３月３１日 まで 

４ 狩 猟 期 間 

１１月１日 から 翌年３月１５日 まで 

（１１月１日から１１月１４日までの期間に使用できる猟具は、わな及び

止めさしを目的とした銃のみ） 

５ 
狩猟期間に捕

獲できる鳥獣 
ニホンジカ及びイノシシ 

６ 区    域 

 

鹿沼市草久地内基幹林道前日光線と県道草久足尾線との交点を起点と

し、同所から同県道を西進し更に南進し鹿沼市と日光市との行政界に至り、

同所から同行政界を北進し更に北東に進み地蔵岳に至り、同所から尾根(国

有林と民有林との境界)を南進し古峰山を経て社沢に至り、同所から同沢を

南南西に進み県道草久足尾線との交点に至り、同所から同県道を西進し起

点に至る線に囲まれた一円の区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 設 定 の 理 由 

  

当該地域は平成１９年１０月まで鳥獣保護区として管理されてきたが、

ニホンジカの高密度生息地及びイノシシ個体群の生息域であったことか

ら、栃木県ニホンジカ保護管理計画及び栃木県イノシシ保護管理計画に基

づき、生息数・生息域の抑制と農林業被害の軽減及びニホンジカ・イノシ

シ以外の鳥獣の保護を目的として、平成１９年１１月からニホンジカとイ

ノシシの狩猟を可能とする「狩猟鳥獣（ニホンジカ・イノシシを除く）捕

獲禁止区域」に設定してきた。 

設定期間中、当該区域において狩猟捕獲を促進する効果があったが、依

然として農林業被害が深刻な状況にあることから、栃木県ニホンジカ管理

計画（七期計画）及び栃木県イノシシ管理計画（五期計画）に基づき、引

き続き「狩猟鳥獣（ニホンジカ・イノシシを除く）捕獲禁止区域」に設定

するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



狩猟鳥獣（ニホンジカ・イノシシを除く）捕獲禁止区域設定計画書（案） 

１ 名    称 前日光狩猟鳥獣（ニホンジカ・イノシシを除く）捕獲禁止区域 

２ 面    積 
７６６ｈａ （内訳）国有林      －ｈａ 

           公民有地  ７６６ｈａ 

３ 設 定 期 間 令和６年４月１日 から 令和１２年３月３１日 まで 

４ 狩 猟 期 間 

１１月１日 から 翌年３月１５日 まで 

（１１月１日から１１月１４日までの期間に使用できる猟具は、わな及び

止めさしを目的とした銃のみ） 

５ 
狩猟期間に捕

獲できる鳥獣 
ニホンジカ及びイノシシ 

６ 区    域 

 

鹿沼市内県道鹿沼足尾線と県道草久足尾線との交点を起点とし、同所か

ら同県道を東進し市道カ２０１号との交点に至り、同所から同市道を東進

し鹿沼市と日光市の行政界に至り、同所から同行政界を北東に進み方塞山

頂に至り、同所から鹿沼市上粕尾と草久の大字界を東進し横根山頂を経て

基幹林道前日光線との交点に至り、同所から同基幹林道を南進し鹿沼市入

粟野と上粕尾の大字界に至り、同所から同大字界を西進し通称象の鼻展望

台に至り、同所から渡良瀬川森林計画区鹿沼市粕尾地区５１林班と５６林

班の林班界を西進し同５１林班と５３林班の林班界に至り、同所から同林

班界を北進し同５２林班と５３林班の林班界に至り、同所から同林班界を

西進し更に南進し林道山の神線との交点に至り、同所から同４５林班と４

７班界との林班界を北進し同４５林班と４６林班の林班界に至り、同所か

ら同林班界を西進し同３９林班と４５林班との林班界に至り、同所から同

林班界を南進し同３９林班と４１林班との林班界に至り、同所から同林班

界を北西に進み更に南西に進み県道鹿沼足尾線との交点に至り、同所から

同県道を西進し更に北進し起点に至る線に囲まれた一円の区域 

 

 

 

 

７ 設 定 の 理 由 

  

当該地域は平成１９年１０月まで鳥獣保護区として管理されてきたが、

ニホンジカの高密度生息地及びイノシシ個体群の生息域であったことか

ら、栃木県ニホンジカ保護管理計画及び栃木県イノシシ保護管理計画に基

づき、生息数・生息域の抑制と農林業被害の軽減及びニホンジカ・イノシ

シ以外の鳥獣の保護を目的として、平成１９年１１月からニホンジカとイ

ノシシの狩猟を可能とする「狩猟鳥獣（ニホンジカ・イノシシを除く）捕

獲禁止区域」に設定してきた。 

設定期間中、当該区域において狩猟捕獲を促進する効果があったが、依

然として農林業被害が深刻な状況にあることから、栃木県ニホンジカ管理

計画（七期計画）及び栃木県イノシシ管理計画（五期計画）に基づき、引

き続き「狩猟鳥獣（ニホンジカ・イノシシを除く）捕獲禁止区域」に設定

するものである。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



狩猟鳥獣（ニホンジカ・イノシシを除く）捕獲禁止区域設定計画書（案） 

１ 名    称 塩原南狩猟鳥獣（ニホンジカ・イノシシを除く）捕獲禁止区域 

２ 面    積 
１，２８３ｈａ （内訳） 国有林  １，２８３ｈａ 

              公民有地      －ｈａ 

３ 設 定 期 間 令和６年４月１日 から 令和１２年３月３１日 まで 

４ 狩 猟 期 間 

１１月１日 から 翌年３月１５日 まで 

（１１月１日から１１月１４日までの期間に使用できる猟具は、わな及び

止めさしを目的とした銃のみ） 

５ 
狩猟期間に捕

獲できる鳥獣 
ニホンジカ及びイノシシ 

６ 区    域 

 

那須塩原市塩原地内市道塩の湯八方ヶ原線と民有地及び国有林（那珂川

森林計画区（以下、「計画区」という。）３９３林班）との官民界との交

点を起点とし、同所から同市道を南東に進み前山八方ヶ原線歩道との交点

に至り、同所から同歩道を南進し雷霆の吊橋に至り、同所から桜沢を南進

し、那須塩原市と矢板市との行政界に至り、同所から同行政界を南西に進

み那須塩原市と塩谷郡塩谷町との行政界に至り、同所から同行政界を南西

に進み那須塩原市と日光市との行政界に至り、同所から同行政界を西進し

さらに北進し計画区３９０林班と４１５林班との林班界に至り、同所から

同林班界を北進し計画区３９０林班と４０８林班との林班界に至り、同所

から同林班界を東進し計画区３８９林班と４０８林班との林班界に至り、

同所から同林班界を北東に進み計画区３８９林班と３９７林班との林班界

に至り、同所から同林班界を東進し計画区３９２林班と３９７林班との林

班界に至り、同所から同林班界を北東に進み計画区３９２林班と３９５林

班との林班界に至り、同所から同林班界を北東に進み計画区３９３林班と

３９５林班との林班界に至り、同所から同林班界を北東に進み計画区３９

３輪班と３９４林班との林班界に至り、同所から同林班界を北東に進み国

有林（計画区３９３林班）との官民界に至り、同所から同官民界を南進し

起点に至る線に囲まれた一円の区域 

 

 

７ 設 定 の 理 由 

  

当該地域は平成１９年１０月まで鳥獣保護区として管理されてきたが、

ニホンジカの高密度生息地及びイノシシ個体群の生息域であったことか

ら、栃木県ニホンジカ保護管理計画及び栃木県イノシシ保護管理計画に基

づき、生息数・生息域の抑制と農林業被害の軽減及びニホンジカ・イノシ

シ以外の鳥獣の保護を目的として、平成１９年１１月からニホンジカとイ

ノシシの狩猟を可能とする「狩猟鳥獣（ニホンジカ・イノシシを除く）捕

獲禁止区域」に設定してきた。 

設定期間中、当該区域において狩猟捕獲を促進する効果があったが、依

然として農林業被害が深刻な状況にあることから、栃木県ニホンジカ管理

計画（七期計画）及び栃木県イノシシ管理計画（五期計画）に基づき、引

き続き「狩猟鳥獣（ニホンジカ・イノシシを除く）捕獲禁止区域」に設定

するものである。 

 

 

 



 

 

 

 

 



狩猟鳥獣（ニホンジカ・イノシシを除く）捕獲禁止区域設定計画書（案） 

１ 名    称 寺尾狩猟鳥獣（ニホンジカ・イノシシを除く）捕獲禁止区域 

２ 面    積 
１，４３４ｈａ （内訳）国有林      －ｈａ 

            公民有地 １，４３４ｈａ 

３ 設 定 期 間 令和６年４月１日 から 令和１２年３月３１日 まで 

４ 狩 猟 期 間 

１１月１日 から 翌年３月１５日 まで 

（１１月１日から１１月１４日までの期間に使用できる猟具は、わな及び

止めさしを目的とした銃のみ） 

５ 
狩猟期間に捕

獲できる鳥獣 
ニホンジカ及びイノシシ 

６ 区    域 

 

栃木市尻内町地内一般国道２９３号と栃木市道 1017 号線との交点を起

点とし、同所から同市道を北西に進み県道栃木粕尾線との交点に至り、同

所から同県道を北西に進み栃木市と鹿沼市の行政界との交点に至り、同所

から同行政界を北東に進み谷倉山山頂に至り、同所から旧栃木市と旧西方

町との行政界を南東に進み旧栃木市と旧都賀町の行政界との接点に至り、

同所から同行政界を南東に進み一般国道２９３号との交点に至り、同所か

ら同一般国道を南西に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域のうち栃木

市尻内町吉原金剛寺１８５６－５番地(株)ニッコー栃木綜合射撃場の敷地

を除いた区域 

 

 

 

 

７ 設 定 の 理 由 

  

当該地域は平成２４年１０月まで鳥獣保護区として管理されてきたが、

ニホンジカの高密度生息地及びイノシシ個体群の生息域であったことか

ら、栃木県ニホンジカ保護管理計画及び栃木県イノシシ保護管理計画に基

づき、生息数・生息域の抑制と農林業被害の軽減及びニホンジカ・イノシ

シ以外の鳥獣の保護を目的として、平成２４年１１月からニホンジカとイ

ノシシの狩猟を可能とする「狩猟鳥獣（ニホンジカ・イノシシを除く）捕

獲禁止区域」に設定してきた。 

設定期間中、当該区域において狩猟捕獲を促進する効果があったが、依

然として農林業被害が深刻な状況にあることから、栃木県ニホンジカ管理

計画（七期計画）及び栃木県イノシシ管理計画（五期計画）に基づき、引

き続き「狩猟鳥獣（ニホンジカ・イノシシを除く）捕獲禁止区域」に設定

するものである。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



狩猟鳥獣（ニホンジカ・イノシシを除く）捕獲禁止区域設定計画書（案） 

１ 名    称 表日光狩猟鳥獣（ニホンジカ・イノシシを除く）捕獲禁止区域 

２ 面    積 
４，７８１ｈａ （内訳）国有林  ３，７５７ｈａ 

             公民有地 １，０２４ｈａ 

３ 設 定 期 間 令和６年４月１日 から 令和１２年３月３１日 まで 

４ 狩 猟 期 間 

１１月１日 から 翌年３月１５日 まで 

（１１月１日から１１月１４日までの期間に使用できる猟具は、わな及び

止めさしを目的とした銃のみ） 

５ 
狩猟期間に捕

獲できる鳥獣 
ニホンジカ及びイノシシ 

６ 区    域 

日光市所野地内の県道栗山日光線と日光市道日３３００２号線との交点を

起点とし、同所から同市道を西進し、令和５年度樹立鬼怒川森林計画区日光地

区（以下「日光地区」という。）日光地区３３林班と３５林班との林班界との

接点に至り、同所から同林班界を北西に進み日光地区３３林班ア準林班１小班

と官行造林との境界に至り、同所から同境界を南西に進み日光市道日３２１５

０号線との接点に至り、同市道を南東に進み、日光地区３２林班ケ準林班１４

小班と官行造林との境界に至り、同所から同境界を西進し、日光地区３２林班

ケ準林班１３小班と官行造林との境界に至り、同所から同境界を西進し日光地

区３２林班カ準林班と官行造林との境界に至り、同所から同境界を北西に進み

日光地区３２林班カ準林班とコ準林班との境界に至り、同所から同境界を西進

し、国有林と民有林との境界に至り、同所から同境界を南東に進み日光地区３

２林班ウ準林班とエ準林班との境界に至り、同所から同境界を南東に進み日光

地区３２林班ウ準林班とイ準林班との境界に至り、同所から同境界を南東に進

み、国有林と民有林との境界に至り、同所から同境界を西進し日光市道日３２

０４８号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み、国有林と民有林と

の境界に至り、同所から同境界を南西に進み、一般国道１２０号との接点に至

り、同所から同一般国道を北西に進み国有林と民有林との境界に至り、同境界

を北西に進み日光地区５６林班と５７林班との境界に至り、同境界を北西進み

日光地区５７林班ア準林班７Ａ小班と６Ｄ小班との境界に至り、同境界を北東

に進み日光地区５７林班イ準林班５Ａ小班と３Ｄ小班との境界に至り、同境界

を北西に進み日光地区５７林班イ準林班５Ａ小班と４Ｅ小班との境界に至り、

同境界を北進し日光地区５８林班イ準林班とウ準林班との境界に至り、同境界

を北東に進み日光地区５８林班ウ準林班４Ａ小班と２Ｄ小班との境界に至り、

同境界を北西に進み日光地区５９林班イ準林班３Ａ小班と１Ｄ小班との境界

に至り、同境界を北進し日光地区５９林班イ準林班３Ａ小班と２Ｅ小班との境

界に至り、同境界を北進し日光二荒山神社中宮祠から志津小屋にいたる山道に

至り、同山道を北東に進み林道野州原線に至り、同林道を東進し国有林と民有

林との境界に至り、同境界を北進しさらに南東に進みさらに北東に進み日光市

湯元と同市川俣との字界に至り、同所から同字界を東進し、旧日光市、旧今市

市及び旧塩谷郡栗山村との行政界に至り、同所から旧今市市と旧栗山村との行

政界を東進し県道栗山日光線との交点に至り、同所から同道路を南東し起点に

至る線に囲まれた一円の区域 

７ 設 定 の 理 由 

当該地域は平成２５年１０月まで鳥獣保護区として管理されてきたが、ニホ

ンジカの高密度生息地及びイノシシ個体群の生息域であったことから、栃木県

ニホンジカ保護管理計画及び栃木県イノシシ保護管理計画に基づき、生息数・

生息域の抑制と農林業被害の軽減及びニホンジカ・イノシシ以外の鳥獣の保護

を目的として、平成２５年１１月からニホンジカとイノシシの狩猟を可能とす

る「狩猟鳥獣（ニホンジカ・イノシシを除く）捕獲禁止区域」に設定してきた。 

設定期間中、当該区域において狩猟捕獲を促進する効果があったが、依然と

して農林業被害が深刻な状況にあることから、栃木県ニホンジカ管理計画（七

期計画）及び栃木県イノシシ管理計画（五期計画）に基づき、引き続き「狩猟

鳥獣（ニホンジカ・イノシシを除く）捕獲禁止区域」に設定するものである。 



 

 

 

 

 



 

狩猟鳥獣（ニホンジカ・イノシシを除く）捕獲禁止区域設定計画書（案） 

１ 名  称 茂木狩猟鳥獣（ニホンジカ・イノシシを除く）捕獲禁止区域 

２ 面  積 
７３０ｈａ （内訳） 国有林      －ｈａ 

            公民有地  ７３０ｈａ 

３ 設定期間 令和６年４月１日 から 令和１２年３月３１日 まで 

４ 狩猟期間 

１１月１日 から 翌年３月１５日 まで 

（１１月１日から１１月１４日までの期間に使用できる猟具は、わな及び

止めさしを目的とした銃のみ） 

５ 
狩猟期間に捕

獲できる鳥獣 
ニホンジカ及びイノシシ 

６ 区  域 

 

芳賀郡茂木町大字小井戸地内町道茂木九石線と町道中郷光福線との交

点を起点とし、同所から町道茂木九石線を北西に進み町道大瀬小井戸線と

の交点に至り、同所から同町道を北進し県道芳賀茂木線との交点に至り、

同所から同県道を東進し那珂川大瀬橋右岸側に至り、同所から同河川右岸

を南進したのち北東に進み大藤橋右岸側に至り、同所から県道那須黒羽茂

木線を南進し一般国道 123 号との交点に至り、同所から同一般国道を南西

に進み県道那須黒羽茂木線との分岐点に至り、同所から同県道を西進し町

道榎本八幡線との交点に至り、同所から同町道を西進し町道茂木九石線と

の交点に至り、同所から同町道を北進し起点に至る線に囲まれた一円の区

域 

７ 設定の理由 

 

 当該地域は平成１９年１０月まで鳥獣保護区として管理されてきたが、

イノシシ個体群の生息域であったことから、栃木県イノシシ保護管理計画

に基づき、農林業被害の軽減とイノシシ以外の鳥獣の保護を目的として、

平成１９年１１月から「狩猟鳥獣（イノシシを除く）捕獲禁止区域」 

に設定してきた。 

また、平成３０年４月からは、当該地域に生息するニホンジカの分布拡

大を抑制するため、栃木県ニホンジカ管理計画に基づき、「狩猟鳥獣（ニ

ホンジカ・イノシシを除く）捕獲禁止区域」に設定し、イノシシに加えニ

ホンジカの狩猟も可能な地域としてきた。 

設定期間中、当該区域において狩猟捕獲を促進する効果があったが、依

然として農林業被害が深刻な状況にあることから、栃木県ニホンジカ管理

計画（七期計画）及び栃木県イノシシ管理計画（五期計画）に基づき、引

き続き「狩猟鳥獣（ニホンジカ・イノシシを除く）捕獲禁止区域」に設定

するものである。 

 



 

 

 

 

 



 

狩猟鳥獣（ニホンジカ・イノシシを除く）捕獲禁止区域設定計画書（案） 

１ 名  称 高館山狩猟鳥獣（ニホンジカ・イノシシを除く）捕獲禁止区域 

２ 面  積 
４３１ｈａ （内訳） 国有林      －ｈａ 

            公民有地  ４３１ｈａ 

３ 設定期間 令和６年４月１日 から 令和１２年３月３１日 まで 

４ 狩猟期間 

１１月１日 から 翌年３月１５日 まで 

（１１月１日から１１月１４日までの期間に使用できる猟具は、わな及び

止めさしを目的とした銃のみ） 

５ 
狩猟期間に捕

獲できる鳥獣 
ニホンジカ及びイノシシ 

６ 区  域 

 

芳賀郡益子町地内県道下大羽益子線と県道益子公園線との交点を起点

とし、同所から県道下大羽益子線を東進し県道山本下大羽線との交点に至

り、同所から同県道を南進し町道西明寺栗生線との交点に至り、同所から

同町道を北西に進み県道益子公園線との交点に至り、同所から同県道を北

西に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域。ただし、当該区域内の高館

山鳥獣保護区特別保護地区の区域を除く。 

７ 設定の理由 

 

 当該地域は平成１９年１０月まで鳥獣保護区として管理されてきたが、

イノシシ個体群の生息域であったことから、栃木県イノシシ保護管理計画

に基づき、農林業被害の軽減とイノシシ以外の鳥獣の保護を目的として、

平成１９年１１月から「狩猟鳥獣（イノシシを除く）捕獲禁止区域」 

に設定してきた。 

また、平成３０年４月からは、当該地域に生息するニホンジカの分布拡

大を抑制するため、栃木県ニホンジカ管理計画に基づき、「狩猟鳥獣（ニ

ホンジカ・イノシシを除く）捕獲禁止区域」に設定し、イノシシに加えニ

ホンジカの狩猟も可能な地域としてきた。 

設定期間中、当該区域において狩猟捕獲を促進する効果があったが、依

然として農林業被害が深刻な状況にあることから、栃木県ニホンジカ管理

計画（七期計画）及び栃木県イノシシ管理計画（五期計画）に基づき、引

き続き「狩猟鳥獣（ニホンジカ・イノシシを除く）捕獲禁止区域」に設定

するものである。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



狩猟鳥獣（ニホンジカ・イノシシを除く）捕獲禁止区域設定計画書（案） 

１ 名  称 塩原北狩猟鳥獣（ニホンジカ・イノシシを除く）捕獲禁止区域 

２ 面  積 
１，８２４ｈａ （内訳） 国有林 １，４２９ｈａ 

              公民有地  ３９５ｈａ 

３ 設定期間 令和６年４月１日 から 令和１２年３月３１日 まで 

４ 狩猟期間 

１１月１日 から 翌年３月１５日 まで 

（１１月１日から１１月１４日までの期間に使用できる猟具は、わな及び

止めさしを目的とした銃のみ） 

５ 
狩猟期間に捕

獲できる鳥獣 
ニホンジカ及びイノシシ 

６ 区  域 

 

那須塩原市塩原地内一般国道400号と市道塩釜四季の里線との交点を起

点とし、同所から同市道を南進し主要地方道塩原・矢板線との交点に至り、

同所から同県道を南進し市道塩の湯線との交点に至り、同所から同市道を

南進し市道塩の湯八方ヶ原線との交点に至り、同所から同市道を南進し民

有地と国有林（那珂川森林計画区 393 林班）との官民界に至り、同所から

同官民界を北進しさらに南進し那珂川森林計画区393林班と394林班との

林班界に至り、同所から同林班界を南西に進み同計画区 393 林班と 395 林

班との林班界に至り、同所から同林班界を南西に進み同計画区 392 林班と

395 林班との林班界に至り、同所から同林班界を南西に進み同計画区 392

林班と 397 林班との林班界に至り、同所から同林班界を西進し同計画区

389 林班と 397 林班との林班界に至り、同所から同林班界を南西に進み同

計画区 389 林班と 397 林班との林班界に至り、同所から同林班界を南西に

進み同計画区 389 林班と 408 林班との林班界に至り、同所から同林班界を

南西に進み同計画区 390 林班と 408 林班との林班界に至り、同所から同林

班界を南西に進み空沢との交点に至り、同所から同沢中央線を北西に進み

主要地方道藤原・塩原線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み一

般国道 400 号との交点に至り、同所から同国道を南東に進み起点に至る線

に囲まれた一円の区域 

ただし、当該区域内の上の原民有地、柏木平の民有地及び塩原鳥獣保護

区特別保護地区を除く 

７ 設定の理由 

 

 当該地域は令和４年１０月まで鳥獣保護区として管理されてきたが、ニ

ホンジカ、イノシシによる農林業被害が増加しているため、栃木県ニホン

ジカ管理計画（六期計画）及び栃木県イノシシ管理計画（四期計画）に基

づき、ニホンジカ・イノシシの生息数の増加抑制及び農林業被害の軽減を

目的として、令和４年１１月から「狩猟鳥獣（ニホンジカ・イノシシを除

く）捕獲禁止区域」に設定してきた。 

設定期間中、当該区域において狩猟捕獲を促進する効果があったが、依

然として農林業被害が深刻な状況にあることから、栃木県ニホンジカ管理

計画（七期計画）及び栃木県イノシシ管理計画（五期計画）に基づき、引

き続き「狩猟鳥獣（ニホンジカ・イノシシを除く）捕獲禁止区域」に設定

するものである。 



 


